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命  令  書 

 

 

 申 立 人  Ｘ組合  

        組合長 Ａ１ 

 

 

 被申立人  Ｙ 

        Ｂ１ Ｂ２ 

 

上記当事者間の高労委令和５年（不）第１号不当労働行為救済申立事件につ

いて、当委員会は、令和６年７月４日、第538回公益委員会議において、会長

公益委員下元敏晴、会長代理公益委員川田勲、公益委員藤原潤子、同高林藍

子、同参田敦が出席し、合議の上、次のとおり命令する。 

 

主   文 

 

１ 被申立人は、申立人から団体交渉の申入れのあった事項（義務的団体交渉

事項に該当しないものを除く。）について、速やかに団体交渉に応じなけれ

ばならない。 

 

２ 被申立人は、申立人の組織、運営に影響を及ぼす可能性のある文書を掲示

するなどして、申立人の運営について支配介入をしてはならない。 

 

３ 申立人のその余の申立てを、いずれも棄却する。 
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理   由 

 

第１ 事案の概要 

申立人Ｘ組合（以下「組合」という。）の組合員であるＡ２（以下、組合

加入前を含めて「Ａ２組合員」という。）は、令和４年11月９日、被申立人

Ｙ（以下「Ｙ」という。）の事務局長Ｂ３（以下「Ｂ３事務局長」とい

う。）から、業務外の閲覧の疑いがあることを理由に、インターネット閲覧

に関する業務命令（以下「本件業務命令」という。）を受けたことをきっか

けとして、組合に加入した。 

組合は、同年11月16日、Ｙに対し、Ａ２組合員が組合に加入した旨を通知

するとともに、本件業務命令の内容等を議題とする団体交渉を申し入れた。 

当該申入れを受けたＹは、組合との団体交渉を弁護士に委任し、組合に対

し、その旨を通知するとともに、同年12月６日の団体交渉を申し入れた。当

該申入れでは、団体交渉の会場費を労使折半とする旨も提案されていたが、

会場費の折半について、双方で折り合いがつかず、Ｙは、第１回団体交渉に

限りＹが費用の全額を負担して行うこととした。 

同年12月６日、第１回団体交渉が行われたが、特段の結着を見なかった。 

その後、組合が団体交渉を申し入れたが、団体交渉が行われない中、Ｙ

は、同年12月16日、懲戒委員会を開催し、本件業務命令違反を理由に、Ａ２

組合員に訓戒（文書注意）の懲戒処分（以下「懲戒処分①」という。）を行

った。 

組合は、Ｙに対し、団体交渉を申し入れたが、代理人弁護士は組合に対

し、団体交渉におけるＹの見解及び会場費の折半についての組合の回答を求

め、団体交渉は行われなかった。 

Ｙは令和５年１月26日、懲戒委員会を開催し、本件業務命令違反を繰り返
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していることを理由に、Ａ２組合員に減給（給与総額の10分の１）の懲戒処

分（以下「懲戒処分②」という。）を行った。 

その後、組合はＹに対し、団体交渉申入書を郵送したが、Ｙは、直接の書

類送付をやめるよう求めて、組合に書面を返送した。 

組合は、これらＹの一連の行為は労働組合法（以下「法」という。）第７

条第１号及び第２号に規定する不当労働行為に当たるとして、同年３月６日

付けで本件救済申立てを行った。 

Ｙは、同年３月24日、懲戒委員会を開催し、本件業務命令違反を繰り返し

ていることを理由に、Ａ２組合員に出勤停止５日間の懲戒処分（以下「懲戒

処分③」という。）を行った。 

組合は、同年５月10日、懲戒処分や団体交渉拒否等の法第７条第１号及び

第２号に規定する不当労働行為に当たる事実が継続しているとして申立事実

の追加を行った。 

組合は、同年５月18日付けで団体交渉申入書をＹに郵送したところ、Ｙは

受取を拒絶したため、当該書面は組合に返送され、これ以降も、同様のこと

が何度か繰り返された。そのため、組合は、同年９月22日、依然として同様

の事実が継続しており、これらの行為が法第７条第３号に規定する不当労働

行為にも当たるとして、申立事実の追加を行った。 

 

第２ 請求する救済の内容 

１ 団体交渉の開催 

２ Ａ２組合員に対する令和４年11月９日付け業務命令（本件業務命令）並

びに同年12月16日付け、令和５年１月26日付け及び同年３月24日付け懲戒

処分（懲戒処分①、懲戒処分②及び懲戒処分③）の撤回 

３ 令和５年１月26日付け及び同年３月24日付け懲戒処分（懲戒処分②及び

懲戒処分③）に伴うＡ２組合員の経済的損失の回復 
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４ Ａ２組合員に対する令和５年６月23日から同年９月21日までの間に計９

回行われたインターネット閲覧に関する業務命令の撤回 

５ 謝罪文の手交及びＹの機関誌等への掲示 

６ 組合がＹに送付した団体交渉申入書等の返送に伴う郵送料等の損失の回

復 

 

第３ 当委員会が認定した事実 

１ 当事者 

(１) 組合は、肩書地に事務所を置き、主として高知県に居住する労働者

を対象とした個人加盟方式の労働組合であり、申立時点における組合員

数は212名で、ＹにはＡ２組合員以外に在籍していた者はいなかった。 

(２) Ｙは、肩書地において、高知県Ｃ内におけるＤを目的とする非営利

法人で、令和５年３月時点の従業員数は、約30名であった。 

 

２ 本件救済申立てに至るまでの経緯 

(１) 昭和63年５月14日、Ａ２組合員は、Ｙに採用され、以降、主にＥの

業務に従事している。 

(２) 令和４年11月９日、Ｂ３事務局長はＡ２組合員に対し、Ａ２組合員

のインターネット閲覧記録を調査したところ、業務外と思われる閲覧が

確認できたとして、「インターネット閲覧について」という書面を手交

して、次の内容の本件業務命令を行った。 

  なお、Ｙの就業規程（以下「就業規程」という。）第43条第19号で

は、Ｙの職員はインターネット上のホームページについて、業務以外の

目的で閲覧してはならないと定められている。 

ア 過去の閲覧記録データを業務と業務外とに分け、日々、電子メール

を活用し、総務企画部長へ加筆データを送信すること。 
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イ 当面の間、30分単位で記載した日報を日々、課長へ提出すること。 

ウ 個人の携帯電話で勤務時間内に業務外のインターネット閲覧をして

いることも想定されるため、急を要する場合を除き、疑いが払拭され

るまで個人の携帯電話を勤務時間内に使用することを禁止すること。 

エ 経営支援等の業務を優先し、かつ、速やかにインターネット閲覧記

録を確認すること。 

オ インターネット閲覧記録確認のために超過勤務を行うことを禁止す

ること。 

(３) 同年11月11日頃、Ａ２組合員は、組合に加入し、同年11月16日、組

合はＹに対し、Ａ２組合員が組合に加入した旨を通告し、今後、Ａ２組

合員の労働条件及び身分に関する一切の件については組合と話し合うよ

う求める「組合加入通告書」とともに、Ａ２組合員は本来の業務を進め

る中で優先業務をめぐって困惑しているとして、本件業務命令の内容を

議題とする団体交渉をＹの事務所で同年11月18日に行うことを求める

「団体交渉申し入れ書」をＹに持参した。 

(４) 同年11月28日、Ｙは、組合との団体交渉に関する件一切を弁護士Ｂ

４及びＢ５（以下、いずれか１名であっても「代理人弁護士」とい

う。）に委任し、同年11月30日、代理人弁護士は組合に対し、当該委任

に関する委任状の写しを添えてファクシミリにより、同年12月６日に次

の条件で団体交渉を行うよう申し入れた。 

ア 団体交渉会場は時間貸しの会議室とし、その費用12,100円を労使折

半とすること。 

イ 交渉の時間は午後４時から午後５時までとすること。 

ウ Ｙの出席予定者及び会場の規模から、組合は５名以下での参加とす

ること。 

(５) 同年12月２日付けで、組合はＹに対し、団体交渉の会場費の折半は
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不利益でなく、Ａ２組合員の個人情報を聞かれるのでＹ事務所内ではで

きず、組合事務所での提案も第三者の場所で行う必要がある旨代理人弁

護士は主張するが、会社の都合で場所を変更する場合は会場費を会社負

担で行うことが普通であり、Ｙ事務所外での団体交渉について組合は聞

かれて困る話はないとして、Ａ２組合員に対する本件業務命令の内容を

議題とする団体交渉をＹの事務所、応接室又は組合事務所で同年12月６

日に行うことを求める「再団体交渉申し入れ書」を郵送した。同年12月

２日、代理人弁護士は組合に対し、次の内容をファクシミリにより送付

した。 

ア Ｙ内の会議室を使用する場合、管理が別会社のため、既に申し入れ

た時間貸し会議室と同程度の会場費がかかること。 

イ 組合事務所での団体交渉は断ること。 

ウ 組合から提案のあったＦのロビーでの団体交渉は、「聞かれて困る

話はない」等といった問題ではなく、常識的にあり得ないものである

こと。 

エ 今回の団体交渉についてはＹが費用の全額を負担して開催するが、

その後の交渉場所の費用負担については協議したいこと。 

(６) 同年12月６日、第１回団体交渉が行われ、その概要は、次のとおり

であった。 

ア 組合側は組合長Ａ１ら及びＡ２組合員が、Ｙ側はＢ３事務局長、総

務企画部長Ｂ６（以下「Ｂ６部長」という。）、経営支援２課長兼３

課長Ｂ７（以下「Ｂ７課長」という。）及び代理人弁護士が出席し

た。 

イ Ｙは、Ａ２組合員への本件業務命令の経緯、根拠等及びＥの業務と

の関連等について、資料を提示して説明した。 

ウ 組合は、本件業務命令は懲罰的であり、具体的・客観的な事実も根
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拠もなく、本来の仕事と関係のないことをやらせるのはパワハラであ

る等と主張した。 

エ 本件業務命令の履行をＡ２組合員に求めるＹと、その撤回を求める

組合との間で議論は平行線をたどり、交渉開始から１時間20分ほど経

過したところで、予定時間を超過したとしてＹが離席し、終了した。 

(７) 同年12月12日付けで、組合はＹに対し、本件業務命令は不当であ

り、Ａ２組合員は従う必要はないので撤回を求める旨及び本件業務命令

は団体交渉事項であるためＡ２組合員に直接指示することを固く禁じる

旨の「2022年11月９日付書面「インターネット閲覧について」に関して

の回答」という書面とともに、代理人弁護士も名宛人として、本件業務

命令の撤回等を議題とする団体交渉をＹの事業所内会議室で同年12月20

日に行うことを求める「団体交渉申し入れ書」を郵送した。 

(８) 同年12月13日、Ｂ３事務局長はＹの懲戒委員長名でＡ２組合員に対

し、「当所懲戒委員会への出席について」という書面を手交した。当該

書面には、本件業務命令に従わないため懲戒委員会を同年12月16日午後

１時から開催し、弁明の機会を与えるので、出席の有無を同年12月15日

までにＢ３事務局長に提出するよう求めるが、出席せずに弁明書を提出

することも可能な旨が記載されていた。 

(９) 同年12月14日、組合はＡ２組合員と連名でＹに対し、代理人弁護士

も名宛人として、上記(８)の懲戒委員会について、交渉中の案件であり

参加しない旨及び団体交渉事項であるため、Ａ２組合員に直接の接触を

行うことを固く禁じる旨を記載した「回答書」をＢ３事務局長に持参し

た。 

(10) 同年12月16日、ＹはＡ２組合員に対し、懲戒委員会を開催した上

で、インターネット閲覧記録と日報の未提出は職務怠慢であり、就業規

程第42条及び第43条第３号に違反し、当該行為が就業規程第79条第２号



8 

及び第10号に該当するとして、懲戒処分①を行うとともに、本件業務命

令に従うこと及び同年12月23日までに始末書を提出することを命じた。 

なお、就業規程第42条では、職員はＹの使命を体し、法令、定款、そ

の他諸規定を遵守し、かつ上司の指揮命令に従い、誠実勤勉を旨とし、

その職務に精励しなければならないと定められており、就業規程第43条

第３号では、Ｙの職員が守らなければならない事項として、能力向上と

工夫改善に努め、業務を確実、迅速に行うことが定められている。ま

た、就業規程第79条第２号及び第10号では、けん責又は訓戒処分の事由

として、正当な理由なく上司に反抗したり、その命令を守らなかったと

きと、正当な理由なく、申請書、届出書、報告書等の提出期限を守らな

かったときが定められている。 

(11) 同年12月20日、組合はＹを訪問したが、Ｂ３事務局長及びＢ６部長

は不在であったことから、対応した職員に団体交渉に応じないまま懲戒

処分①を行ったことなどについて抗議し、撤回を求める旨伝えた。 

(12) 同年12月21日付けで、組合はＹに対し、代理人弁護士も名宛人とし

て、懲戒処分①等を議題とする団体交渉をＹの事業所内会議室で同年12

月26日に行うことを求める「再度の団体交渉申し入れ書」を郵送すると

ともに、Ａ２組合員と連名で、次の内容の同年12月20日付け「報告書」

を郵送した。 

ア 本件業務命令に関しては、同年12月12日付けの書面により回答済み

であること。 

イ 始末書の提出は本書面をもってすること。 

ウ 団体交渉事案であるため、Ａ２組合員に直接指示することを禁じる

こと。 

(13) 同年12月22日、代理人弁護士は組合に対し、同年12月12日付け及び

21日付けの団体交渉申入書に対する次の内容の回答をファクシミリによ
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り送付した。 

ア 本件業務命令の経緯、根拠等 

イ 団体交渉の申入れについて、Ｙと組合との間で認識に食い違いがあ

りすぎるため、Ｙの見解について組合から書面で明確な回答をもら

い、事前の共通認識を整理してから行う方がよいと思われること。 

ウ 団体交渉の際の会場使用料について、Ｙは折半を要求しており、こ

れについて書面で回答をもらいたいこと。 

エ 交渉の時間については今後も１時間以内としたいこと。 

(14) 同年12月27日付けで、組合はＹに対し、上記(13)の代理人弁護士の

ファクシミリに回答しないまま、Ｙが同年12月21日付けの団体交渉申入

れを拒否しているとして、Ａ２組合員に関する労働条件、身分一切を議

題とする団体交渉を、Ｙの事業所内会議室で令和５年１月10日午後５時

30分から行うことを求める「再々団体交渉申し入れ」という書面を郵送

した。 

(15) 同年１月５日、代理人弁護士は組合に対し、次の内容をファクシミ

リにより送付した。 

ア 団体交渉を拒否した事実はなく、団体交渉を希望するのであれば、

代理人弁護士が令和４年12月22日付けで送付した書面及びＡ２組合員

の「労働条件、身分一切」と争点を追加した趣旨について書面で回答

すること。 

イ 組合指定の日時は都合が悪いこと。 

ウ 会場費折半についての組合の考えも併せて書面で知らせること。 

(16) 令和５年１月10日付けで、組合はＹに対し、上記(15)の代理人弁護

士のファクシミリに回答しないまま、本件業務命令、懲戒処分①及びＡ

２組合員の身分、労働条件等を議題とする団体交渉をＹの事業所内会議

室で同年１月16日から20日までのうちいずれか１日を指定して行うこと
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を求める「団体交渉申し入れ書」を郵送した。 

(17) 同年１月16日、代理人弁護士は組合に対し、次の内容をファクシミ

リにより送付した。 

ア 代理人弁護士の一連の回答及び要望を無視し、Ｙに直接文書を送付

することをやめること。 

イ 見解の相違点を整理した上で実りある、スムーズな団体交渉を行う

ため、代理人弁護士からの文書を熟読の上、回答すること。 

ウ 団体交渉を拒否した事実はないこと。 

エ 会場費折半についての回答がないと会場の用意ができないこと。 

(18) 同年１月23日、Ｙ内のＡ２組合員の机上に、Ｙの懲戒委員長名の

「当所懲戒委員会への出席について」という書面が置かれていた。当該

書面には、懲戒処分①を受けたにもかかわらず、処分日に発令された命

令に従わず、命令違反を繰り返しているため懲戒委員会を同年１月26日

午後３時から開催し、弁明の機会を与えるので、出席の有無を同年１月

25日までにＢ３事務局長に提出するよう求めるが、出席せずに弁明書を

提出することも可能な旨が記載されていた。 

(19) 同年１月24日、組合はＹに対し、懲戒委員会への出席について団体

交渉の場で話合いを行う旨のＡ２組合員と連名でＢ３事務局長も名宛人

とする同年１月23日付けの「2023年１月23日付「当懲戒委員会への出席

について」への回答」という書面とともに、本件業務命令、懲戒処分

①、懲戒委員会及びＡ２組合員の身分、労働条件等を議題とする団体交

渉をＹの事業所内会議室で同年１月26日に行うことを求める「緊急団体

交渉申し入れ書」をＡ２組合員がＹ内のＢ３事務局長の机上に置いて提

出した。Ｙは組合に対し、同年１月24日付けのＢ３事務局長名の次の内

容の「緊急団体交渉申し入れ書に対する回答」という書面を同封して、

組合からのこれらの書面を返送した。 
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ア 団体交渉に関する一切の件を代理人弁護士に委任しており、Ｙに各

種書類を郵送することをやめ、代理人弁護士に郵送すること。 

イ 過去に組合がＹの事務室内で大声で発言したこともあり、営業妨害

行為であり、今後の無断立入りを禁止すること。 

(20) 同年１月25日、Ｂ６部長はＡ２組合員に対し、上記(18)と同内容の

「懲戒委員会への出席について」という書面を手交した。 

(21) 同年１月26日、組合はＡ２組合員と連名でＹに対し、Ｂ３事務局長

も名宛人として、同年１月25日付けの「2023年１月25日Ｂ６総務企画部

長手交の書面への抗議および回答」という書面をＡ２組合員がＢ３事務

局長の机上に置いて提出したが、Ｂ３事務局長は当該書面をＡ２組合員

に返却した。 

同年１月26日の懲戒委員会の開催前に、組合はＹを訪問し、同日付け

で、本件業務命令、懲戒処分①、懲戒委員会及びＡ２組合員の身分、労

働条件等を議題とする団体交渉をＹの事業所内会議室で同年２月７日に

行うことをＹに求める「団体交渉申し入れ書」をＢ３事務局長に手交し

ようとしたが、Ｂ３事務局長は代理人弁護士に渡すよう言って当該書面

を受け取らなかった。このやり取りの中でＢ３事務局長は、当該書面に

ついて「シュレッダーにかける」という発言（以下「本件発言」とい

う。）をした。 

同年１月26日、ＹはＡ２組合員に対し、懲戒委員会を開催した上で、

懲戒処分①を受けたにもかかわらず、インターネット閲覧記録と日報の

提出が履行されていないことは職務怠慢であり、就業規程第42条及び第

43条第３号に違反し、当該行為が就業規程第80条第１号に該当するとし

て、懲戒処分②を行うとともに、速やかにインターネット閲覧記録の確

認と日報の提出を行うこと及び同年２月１日までに始末書を提出するこ

とを命じた。 
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なお、就業規程第80条第１号では、減給、停職、昇給停止又は降格処

分の事由として、けん責、訓戒処分を受けたにもかかわらず、それを繰

り返したとき、又は前条の情状が重いときが定められている。 

(22) 同年１月28日付けで、組合はＹに対し、Ａ２組合員と連名の次の内

容の「報告書」とともに、懲戒処分①及び懲戒処分②は不当であるので

撤回を求めるとして、懲戒処分①、懲戒処分②及びＡ２組合員の身分、

労働条件等を議題とする団体交渉をＹの事業所内会議室で同年２月７日

に行うことを求める「団体交渉申し入れ書および抗議・撤回要求」とい

う書面を郵送したが、Ｙは、代理人弁護士に送付するよう求める同年２

月１日付けのＢ３事務局長名の文書とともに組合に返送した。 

ア 本件業務命令に関しては、令和４年12月12日付けの書面により回答

済みであり、団体交渉事案であること。 

イ 始末書の提出は本書面をもってすること。 

ウ 本件業務命令、懲戒処分①及び懲戒処分②の即時撤回を求めるこ

と。 

エ 団体交渉事案であるため、Ａ２組合員に直接指示・接触することを

禁じること。 

(23) 令和５年２月１日、Ｂ６部長はＡ２組合員に対し、Ｙ内の電子メー

ルにより、本件業務命令の履行を促すとともに、Ｙ内の電子掲示板に、

Ｂ３事務局長名で次の内容の文書の掲示「以下「本件文書掲示」とい

う。）を行った（原文どおり）。 

「          職員へのご報告 

 

最近、Ｘ組合なる人物がＹに現れ、封書を持参し大声を発したりし

て、目に余る行為を再三行っています。 

この発端は、ある職員がＸ組合に加入し、業務上の命令等に対して
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組合が異を唱えている言動であります。 

Ｙとしましては、正式に代理人弁護士に委任し、対応について依頼

しております。当然、この事はＸ組合側に通知していると同時に組合

側も承知しているところです。今後の対応等について、以下の通り周

知いたします。 

 

結論 

引き続き、代理人弁護士を通じて誠実に対応してまいりますが、代

理人を無視して、営業妨害のような行動については、代理人弁護士や

顧問社労士、警察、Ｇ労働基準監督署、県労働委員会へ相談するなど

適切に対応してまいります。 

今後、Ｘ組合が来所した際には、管理職が対応しますので、その旨

知らせてください。 

なお、管理職が不在で職員だけで対応する場合は、対応記録（日

時、来所者または人数、組合側の発言内容、窓口での対応など）を事

務局長まで提出ください。 

                    令和５年２月１日 

                    事務局長 Ｂ３  」 

(24) 同年２月10日付けで、組合はＹに対し、Ａ２組合員と連名の同年１

月28日付け「報告書」と同様の内容の「報告書」とともに、本件業務命

令、懲戒処分①、懲戒処分②及びＡ２組合員の身分、労働条件等を議題

とする団体交渉をＹの事業所内会議室で同年２月21日に行うことを求め

る「団体交渉申し入れ書」を郵送し、また、当該「団体交渉申し入れ

書」に誤字があったとして、同年２月13日付けで「２月10日付「団体交

渉申し入れ書」の誤字修正」という書面を郵送したが、Ｙは、代理人弁

護士に送付するよう求める同年２月14日付けのＢ３事務局長名の文書と
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ともに組合に返送した。 

(25) 同年２月23日付けで、組合はＹに対し、本件業務命令、懲戒処分

①、懲戒処分②、Ａ２組合員の身分、労働条件等及び賃上げ等を議題と

する団体交渉をＹの事業所内会議室で同年３月６日に行うことを求める

「団体交渉申し入れ書」を郵送したが、Ｙは、代理人弁護士へ送付する

よう求める付箋を貼付して未開封のまま組合に返送した。 

(26) 同年３月６日、組合は当委員会に本件救済申立てを行った。 

 

３ 本件救済申立て後の経緯 

(１) 同年３月７日付けで、組合はＹに対し、本件業務命令、懲戒処分

①、懲戒処分②、Ａ２組合員の身分、労働条件等及び賃上げ等を議題と

する団体交渉をＹの事業所内会議室で同年３月17日に行うことを求める

「団体交渉申し入れ書」を郵送したが、Ｙは、代理人弁護士に送付する

よう求める同年３月10日付けのＢ３事務局長名の文書とともに、未開封

のまま組合に返送した。 

(２) 同年３月16日付けで、組合はＹに対し、本件業務命令、懲戒処分

①、懲戒処分②、Ａ２組合員の身分、労働条件等及び賃上げ等を議題と

する団体交渉をＹの事業所内会議室で同年３月28日に行うことを求める

「団体交渉申し入れ書」を郵送したが、Ｙは、代理人弁護士に送付する

よう求める同年３月22日付けのＢ３事務局長名の文書とともに、未開封

のまま組合に返送した。 

(３) 同年３月22日、Ｂ６部長はＡ２組合員に対し、Ｙの懲戒委員長名の

「当所懲戒委員会への出席について」という書面を手交した。当該書面

には、２回目の懲戒処分を受けたにもかかわらず、処分日に発令された

命令に従わず、命令違反を繰り返しているため懲戒委員会を同年３月24

日午後３時から開催し、弁明の機会を与えるので、出席の有無を同年３
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月23日までにＢ３事務局長に提出するよう求めるが、出席せずに弁明書

を提出することも可能な旨が記載されていた。 

(４) 同年３月23日、組合はＹを訪問し、Ａ２組合員に対する書面手交へ

の抗議並びに本件業務命令、懲戒処分①、懲戒処分②、Ａ２組合員の身

分、労働条件等及び賃上げ等を議題とする団体交渉をＹの事業所内会議

室で同年３月28日に行うことを求めるＡ２組合員と連名の「2023年３月

22日Ｂ６総務企画部長手交の書面への回答および抗議、団体交渉申し入

れ書」という書面をＢ３事務局長に手交したが、Ｙは、代理人弁護士に

送付するよう求める同年３月23日付けのＢ３事務局長名の文書とともに

組合に返送した。 

(５) 同年３月24日、ＹはＡ２組合員に対し、懲戒委員会を開催した上

で、懲戒処分②を受けたにもかかわらず、インターネット閲覧記録と日

報の提出が履行されていないことは、就業規程第42条及び第43条第３号

に違反し、当該行為が就業規程第80条第２号に該当するとして、懲戒処

分③を行い、速やかな始末書の提出を命じるとともに、インターネット

閲覧記録の確認と日報を提出すること及び同年４月７日までに始末書を

提出することを命じる「日報の提出及びインターネット閲覧について

（命令）」という書面を手交した。 

なお、就業規程第80条第２号では、減給、出勤停止、昇給停止及び降

格処分の事由として、申請書、届出書、報告書等の届出を怠り、又は偽

ったときが定められている。 

(６) 同年３月29日付けで、組合はＹに対し、本件業務命令、懲戒処分①

から懲戒処分③まで、同年３月24日付けの業務命令、Ａ２組合員の身

分、労働条件等及び賃上げ等を議題とする団体交渉をＹの事業所内会議

室で同年４月７日に行うことを求める「団体交渉申し入れ書」ととも

に、Ａ２組合員と連名で次の内容の懲戒処分③に対する「報告書」及び
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同年３月24日付けの業務命令に対する「報告書」を郵送したが、Ｙは、

代理人弁護士に送付するよう求める同年４月３日付けのＢ３事務局長名

の文書とともに未開封のまま組合に返送した。 

ア 本件業務命令から懲戒処分③に至るまでの組合とＹとのやり取り等

の経緯 

イ 本件業務命令、懲戒処分①から懲戒処分③まで及び同年３月24日付

けの業務命令の即時撤回を求めること。 

ウ 始末書の提出は本書面をもってすること。 

エ 団体交渉事案であるため、Ａ２組合員に直接指示・接触することを

禁じること。 

(７) 同年４月11日付けで、組合はＹに対し、本件業務命令、懲戒処分①

から懲戒処分③まで、同年３月24日付けの業務命令、Ａ２組合員の身

分、労働条件等及び賃上げ等を議題とする団体交渉をＹの事業所内会議

室で同年４月24日に行うことを求める「団体交渉申し入れ書」ととも

に、上記(６)と同様の内容の報告書２通を郵送したが、Ｙは、代理人弁

護士に送付するよう求める同年４月14日付けのＢ３事務局長名の文書と

ともに、未開封のまま組合に返送した。 

(８) 同年４月25日付けで、組合はＹに対し、本件業務命令、懲戒処分①

から懲戒処分③まで、同年３月24日付けの業務命令、Ａ２組合員の身

分、労働条件等及び賃上げ等を議題とする団体交渉をＹの事業所内会議

室で同年５月11日に行うことを求める「団体交渉申し入れ書」を郵送し

たが、Ｙは、代理人弁護士に送付するよう求めるとともに、今後は郵便

物の受取を拒否する旨の同年４月28日付けのＢ３事務局長名の文書とと

もに、未開封のまま組合に返送した。封書には「受取拒絶」と記載され

てＹ印が押された紙が貼付されていた。 

(９) 同年５月10日、組合は当委員会に本件救済申立てに係る申立事実の
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追加の申立てを行った。 

(10) 同年５月18日付けで、組合はＹに対し、本件業務命令、懲戒処分①

から懲戒処分③まで、同年３月24日付けの業務命令及びＡ２組合員の身

分、労働条件等及び賃上げ等を議題とする団体交渉をＹの事業所内会議

室で同年５月26日に行うことを求める「団体交渉申し入れ書」を郵送し

たが、Ｙが郵便物の受取拒絶の手続をしたため、組合に返送された。 

(11) 同年５月30日付けで、組合はＹに対し、ＹがＡ２組合員に個別面談

を求めているが、昇給等の身分、労働条件に関わる義務的団体交渉事項

なので個別面談は団体交渉をもって行うとして、本件業務命令、懲戒処

分①から懲戒処分③まで、同年３月24日付けの業務命令及びＡ２組合員

の身分、労働条件等及び賃上げ等に加えて、個別面談を議題とする団体

交渉をＹの事業所内会議室で同年６月19日に行うことを求める「団体交

渉申し入れ書」を郵送したが、Ｙが郵便物の受取拒絶の手続をしたた

め、組合に返送された。 

(12) 同年６月21日付けで、組合はＹに対し、本件業務命令、懲戒処分①

から懲戒処分③まで、同年３月24日付けの業務命令、Ａ２組合員の身

分、労働条件等、賃上げ及び個別面談等を議題とする団体交渉をＹの事

業所内会議室で同年７月７日に行うことを求める「団体交渉申し入れ

書」及び「賃金改定要求書」を郵送したが、Ｙが郵便物の受取拒絶の手

続をしたため、組合に返送された。 

(13) 同年６月26日、Ｂ６部長はＡ２組合員に対し、Ｙ内の電子メールで

業務命令の履行を促した。同日付けで、組合はＡ２組合員と連名でＢ３

事務局長及びＢ６部長に対し、本件は義務的団体交渉事項のため、回答

は団体交渉で行う旨及び早急の団体交渉を要求する旨の「2023年６月26

日付Ｂ６総務企画部長からのJ-mottoダイレクトメールへの回答」とい

う書面を郵送したが、Ｙが郵便物の受取拒絶の手続をしたため、組合に
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返送された。 

(14) 同年６月29日、Ｂ６部長はＡ２組合員に対し、Ｙ内の電子メールで

業務命令の履行を促した。同年６月30日付けで、組合はＡ２組合員と連

名でＢ３事務局長及びＢ６部長に対し、本件は義務的団体交渉事項のた

め、回答は団体交渉で行う旨及び早急の団体交渉を要求する旨の「2023

年６月29日付Ｂ６総務企画部長からのJ-mottoダイレクトメールへの回

答」という書面を郵送したが、Ｙが郵便物の受取拒絶の手続をしたた

め、組合に返送された。 

(15) 同年７月10日、Ｂ６部長はＡ２組合員に対し、Ｙ内の電子メールで

業務命令の履行を促した。同年７月11日付けで、組合はＡ２組合員と連

名でＢ３事務局長及びＢ６部長に対し、本件は義務的団体交渉事項のた

め、回答は団体交渉で行う旨及び早急の団体交渉を要求する旨の「2023

年７月10日付Ｂ６総務企画部長からのJ-mottoダイレクトメールへの回

答」という書面を郵送し、また、当該書面に誤字があったとして、同年

７月11日付けで「７月11日付「2023年７月10日付Ｂ６総務企画部長から

のJ-mottoダイレクトメールへの回答」の誤字修正」という書面を郵送

したが、Ｙが郵便物の受取拒絶の手続をしたため、組合に返送された。 

(16) 同年７月11日付けで、組合はＹに対し、本件業務命令、懲戒処分①

から懲戒処分③まで、同年３月24日付けの業務命令、Ａ２組合員の身

分、労働条件等、賃上げ及び個別面談等を議題とする団体交渉をＹの事

業所内会議室で同年７月21日に行うことを求める「団体交渉申し入れ

書」及び「賃金改定要求書」を郵送したが、Ｙが郵便物の受取拒絶の手

続をしたため、組合に返送された。 

(17) 同年７月14日、Ｂ６部長はＡ２組合員に対し、Ｙ内の電子メールで

業務命令の履行を促した。同日付けで、組合はＡ２組合員と連名でＢ３

事務局長及びＢ６部長に対し、本件は義務的団体交渉事項のため、回答
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は団体交渉で行うこと及び早急の団体交渉を要求する旨の「2023年７月

10日付Ｂ６総務企画部長からのJ-mottoダイレクトメールへの回答」と

いう書面を郵送したが、Ｙが郵便物の受取拒絶の手続をしたため、組合

に返送された。 

(18) 同年７月14日付けで、組合はＹに対し、本件業務命令、懲戒処分①

から懲戒処分③まで、同年３月24日付けの業務命令、Ａ２組合員の身

分、労働条件等、賃上げ及び個別面談等を議題とする団体交渉をＹの事

業所内会議室で同年７月25日に行うことを求める「団体交渉申し入れ

書」及び「賃金改定要求書」を郵送したが、Ｙが郵便物の受取拒絶の手

続をしたため、組合に返送された。 

(19) 同年７月24日、Ｂ６部長はＡ２組合員に対し、Ｙ内の電子メールで

業務命令の履行を促した。同日付けで、組合はＡ２組合員と連名でＢ３

事務局長及びＢ６部長に対し、本件は義務的団体交渉事項のため、回答

は団体交渉で行う旨及び早急の団体交渉を要求する旨の「2023年７月24

日付Ｂ６総務企画部長からのJ-mottoダイレクトメールへの回答」とい

う書面を郵送したが、Ｙが郵便物の受取拒絶の手続をしたため、組合に

返送された。 

(20) 同年７月24日付けで、組合はＹに対し、本件業務命令、懲戒処分①

から懲戒処分③まで、同年３月24日付けの業務命令、Ａ２組合員の身

分、労働条件等、賃上げ及び個別面談等を議題とする団体交渉をＹの事

業所内会議室で同年８月２日に行うことを求める「団体交渉申し入れ

書」及び「賃金改定要求書」を郵送したが、Ｙが郵便物の受取拒絶の手

続をしたため、組合に返送された。 

(21) 同年８月１日、Ｂ６部長はＡ２組合員に対し、Ｙ内の電子メールで

業務命令の履行を促した。同日付けで、組合はＡ２組合員と連名でＢ３

事務局長及びＢ６部長に対し、本件は義務的団体交渉事項のため、回答
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は団体交渉で行う旨及び早急の団体交渉を要求する旨の「2023年８月１

日付Ｂ６総務企画部長からのJ-mottoダイレクトメールへの回答」とい

う書面を郵送したが、Ｙが郵便物の受取拒絶の手続をしたため、組合に

返送された。 

(22) 同年８月１日付けで、組合はＹに対し、本件業務命令、懲戒処分①

から懲戒処分③まで、同年３月24日付けの業務命令、Ａ２組合員の身

分、労働条件等、賃上げ及び個別面談等を議題とする団体交渉をＹの事

業所内会議室で同年８月18日に行うことを求める「団体交渉申し入れ

書」及び「賃金改定要求書」を郵送したが、Ｙが郵便物の受取拒絶の手

続をしたため、組合に返送された。 

(23) 同年８月18日付けで、組合はＹに対し、本件業務命令、懲戒処分①

から懲戒処分③まで、同年３月24日付けの業務命令、Ａ２組合員の身

分、労働条件等、賃上げ及び個別面談等を議題とする団体交渉をＹの事

業所内会議室で同年８月31日に行うことを求める「団体交渉申し入れ

書」及び「賃金改定要求書」を郵送したが、Ｙが郵便物の受取拒絶の手

続をしたため、組合に返送された。 

(24) 同年８月31日付けで、組合はＹに対し、本件業務命令、懲戒処分①

から懲戒処分③まで、同年３月24日付けの業務命令、Ａ２組合員の身

分、労働条件等、賃上げ及び個別面談等を議題とする団体交渉をＹの事

業所内会議室で同年９月15日に行うことを求める「団体交渉申し入れ

書」及び「賃金改定要求書」を郵送したが、Ｙが郵便物の受取拒絶の手

続をしたため、組合に返送された。 

(25) 同年９月14日、Ｂ６部長はＡ２組合員に対し、Ｙ内の電子メールで

業務命令の履行を促した。同年９月15日付けで、組合はＡ２組合員と連

名でＹに対し、本件は義務的団体交渉事項のため、回答は団体交渉で行

う旨及び早急の団体交渉を要求する旨の「2023年９月14日付Ｂ６総務企
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画部長からのJ-mottoダイレクトメールへの回答」という書面を郵送し

た。 

(26) 同年９月22日、組合は当委員会に本件救済申立てに係る申立事実の

追加の申立てを行った。 

 

第４ 当委員会の判断 

本件における争点は、次のとおりである。 

(１) 争点① 

次に掲げるＹの行為が、労働組合の組合員であることや正当な行為を

したことなどの故をもって行われた不利益な取扱いに該当するか。 

ア 懲戒処分①から懲戒処分③まで及びＡ２組合員に対する令和５年３

月24日付けの業務命令 

イ 前記第３の２(21)並びに３(４)、(13)から(15)まで、(17)、(19)及

び(21)に掲げるＡ２組合員からの計８通の書面の受取拒否や受取拒絶 

ウ 前記第３の２(23)並びに３(13)から(15)まで、(17)、(19)、(21)及

び(25)に掲げるＡ２組合員に対する計８回の業務命令の履行を促す行

為 

エ 本件文書掲示 

オ 同年３月22日のＡ２組合員に対する懲戒委員会にかけることの通告

及び書面手交 

(２) 争点② 

次に掲げるＹの行為が、正当な理由のない団体交渉の拒否に該当する

か。 

ア 前記第３の２(７)、(12)、(14)及び(16)に掲げる計４通の組合から

の団体交渉の申入れに係る書面について、Ｙが団体交渉の会場費の折

半を主張する等して、団体交渉が開催されなかったこと。 
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イ 前記第３の２(19)、(21)、(22)、(24)及び(25)並びに３(１)、

(２)、(４)、(６)から(８)まで、(10)から(12)まで、(16)、(18)、

(20)及び(22)から(24)までに掲げる計20通の組合からの団体交渉の申

入れに係る書面について、Ｙが組合に対して、Ｙの代理人弁護士に送

付するよう組合に伝えた後に、組合がＹに直接送付したものであるこ

とを理由に返送や受取拒絶等をしたこと。 

(３) 争点③ 

次に掲げるＹの行為が、組合を職場から排除し、弱体化させる行為等

であり、使用者との対等な交渉主体であるために必要な労働組合の自主

性、独立性、団結力、組織力を損なう行為に該当するか。 

ア 前記第３の２(19)、(21)、(22)、(24)及び(25)並びに３(１)、

(２)、(４)、(６)から(８)まで及び(10)から(24)までに掲げる組合か

らの計27通のＹに対する団体交渉の申入れに係る書面等及び計16通の

Ａ２組合員と連名のＹに対する報告書等の受取拒否や受取拒絶 

イ 懲戒処分①から懲戒処分③まで及びＡ２組合員に対する同年３月24

日付けの業務命令 

ウ 本件発言 

エ 本件文書掲示 

 

１ 争点①について 

(１) 当事者の主張 

ア 組合の主張 

(ア) Ｙは、本件業務命令の発端となったＡ２組合員のインターネッ

ト閲覧について、たまたまの発見のように主張するが、客観性と公

平性を担保するためには、発見した機会に全職員を対象に調べるべ

きものである。 
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本件業務命令のようにインターネット閲覧に関するものは、これ

までＹでは１回も出されたことがなく、過去にも以降にもほかの職

員の調査は一切行っていない。通常ではない処分的な命令であるこ

とは疑う余地がない。 

インターネット閲覧に関して、職場内の規律の問題をいうのであ

れば、まず始めに何がだめなのかを明確にすべきであり、就業規則

では「わいせつサイト」もしくは「公序良俗に反するサイト」と記

載されているが、具体的な事例を示していないため、団体交渉に参

加したＢ３事務局長らは、インターネット閲覧記録の業務性を判断

できないと答えている。 

(イ) Ｙは、インターネット閲覧ログそのものからは業務外の閲覧行

為であることを立証できなかったので、「組合員に確認を取る方

法」と称して、まるで違反をしたかのごとく処分を含む処分的命令

をしている。このようなやり口は使用者がある意図をもち、労働者

の処分を目的としたときに対象労働者に対し自己申告を強要し、そ

の結果をもって自身が認めたという根拠にし、使用者と比較して圧

倒的に弱者である労働者の抵抗を奪い処分を行い精神的に追い詰

め、あわよくば自主退職に追い込み、意に沿わない労働者を職場か

ら排除するために使う手法である。 

業務が過密になっているコロナ禍に、ＹがＡ２組合員にのみ期間

も不明なまま30分単位の日報の提出を求めることや、Ａ２組合員一

人だけに、期間も不明なまま個人の携帯電話の使用禁止を命じるこ

とは差別的待遇・不利益扱いである。 

(ウ) 複数回の同案件での懲戒処分の実態から、労働者が組合に加盟

していることを理由にして、組合員への権利侵害、不利益行為を行

っている因果はより補強される。Ｙが義務的団体交渉事項を連続拒
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否しながら行った三度の懲戒委員会での決定は、本件業務命令の内

容が継続して含まれ、Ｙの一つの問題行動に対して複数の懲戒処分

を与えたものではないという主張は言い逃れに過ぎず、実態・事実

を無視したものである。 

(エ) ＹはＡ２組合員からの書面について、最初の懲戒委員会に関し

ての書面以降、一切の書面の受取を拒否している。弁明の機会を与

えたとＹは主張するが、Ａ２組合員による書面の受取を拒否するこ

とで自らの主張を否定しているのはＹである。付け加えるならば、

組合名が入っていることでＡ２組合員の回答をも受取拒否する姿勢

は紛れもなく法上の不利益扱い、支配介入に当たる。義務的団体交

渉事項を幾度も拒否する一方で、懲戒委員会に対する意見を労働者

の組合加盟を理由にして封殺する行為であり、労働者が組合に加盟

していることを理由にした、組合員への権利侵害・不利益行為であ

る。 

(オ) Ｙが業務命令の履行を迫る行為は、ＹがＡ２組合員を精神的に

圧迫し、労働組合がないかのごとくふるまい、使用者が威力を示す

行為であり、労働者の組合加盟を理由にした、組合員への権利侵

害・不利益行為である。 

(カ) 本件文書掲示は、全職員が閲覧できる形で、組合への誹謗中傷

を書き連ね、さらにその原因はＡ２組合員が労働組合に加盟したか

らという回状を回した。また、公機関を持ち出し、Ａ２組合員・組

合が不法行為を行ったかのように示唆したことは、正当な組合活動

の権利侵害・不利益行為であり、組合員の加盟拡大への威力妨害で

あり権利侵害・不利益行為である。 

(キ) ＹがＡ２組合員に本来の業務とはかけ離れた作業を本件業務命

令として強要したため、組合は、命令をいったん中止してその合理
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的・客観的理由を明らかにするために団体交渉の議題とした。Ｙは

正当な理由なく業務命令に従わなかったとして懲戒処分をしている

が、組合及びＡ２組合員は明確に、団体交渉議題となっているので

組合を通じるようＹに伝えた。そのような中、Ｙは、Ａ２組合員を

個別に呼び出し、あたかも労働組合員であることを無視し、懲戒処

分をする意図を通知し、懲戒処分という恐怖を組合員に対して与え

た。団体交渉をという労働組合員の権利を無視して行われた懲戒処

分は、労働者が労働組合に加盟していることを理由とする、組合員

への権利侵害・不利益行為である。 

イ Ｙの主張 

(ア) 業務上のインターネット閲覧調査において、Ａ２組合員の閲覧

が大量に発覚したことにより、閲覧行為が正当な業務上の閲覧なの

か解明作業を命じた。Ｙとしてはその解明作業結果を見て処分の可

否を判断するべく、業務命令に対する履行状況を注視していた。正

当な業務命令を取り下げる意思はなく、労働者の義務として履行を

促していく姿勢に変わりはない。 

(イ) Ａ２組合員に対する懲戒処分は、業務命令に正当な理由なく従

わないことから、懲戒委員会の適切な審査を経た上でのものであ

る。Ａ２組合員に対する不当労働行為意思や組合員であることを理

由にして権利侵害や不利益行為を行った事実は全くない。本件業務

命令の発端は、退職予定者の業務をＡ２組合員に引き継ぐに当た

り、Ａ２組合員が業務多忙を理由に否定的な態度を示したため、業

務量を確認する中で業務以外の閲覧が大量に発見されたことにあ

る。他の職員に同様の疑義が発覚した場合は、Ａ２組合員と同様の

対応を行うものであり、Ａ２組合員のみを狙い撃ちにしたわけでも

ない。Ｙは、令和５年に業務中にインターネット不正閲覧をした疑
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いのある職員に対し、直ちに過去１年間のインターネット閲覧記録

を調査した。 

(ウ) インターネット閲覧記録の解明作業の命令は、Ａ２組合員が組

合に加入する以前に職務責任に基づいて指示したものであり、組合

加入とは無関係である。 

日報の提出は、本来業務の経営相談を優先させ、空いた時間でイ

ンターネット閲覧記録の確認ができているか、業務を把握するため

命じたものであり、個人の携帯電話の使用禁止は、閲覧照合作業に

よって疑いが払拭されるまでの限定的措置であり、決して差別的な

取扱いではない。 

(エ) 同一事由について同案件で何度も懲戒処分をしていることか

ら、組合員であるが故をもって処分されていると組合は主張してい

るが、全面的に否認する。これまで就業規程の「上司の指揮命令に

従うことや業務を確実、迅速に行う」服務規律に抵触、また、賞罰

の「訓戒処分を受けたにもかかわらず、それを繰り返したとき」に

該当するため、懲戒処分①から懲戒処分③までの各懲戒処分を行っ

た。懲戒に処すごとに、「上司の指揮命令に従い誠実勤勉に職責を

果たすよう」これまで再三注意を促してきたが、全く従う意思が見

られないことから、Ｙとしては、決して一つの問題行動に対して複

数の懲戒処分を与えたものではない。なおかつ、それぞれの懲戒委

員会で「口頭」若しくは「文書」で弁明の機会を与えたが、それに

対しても従うそぶりはなかった。 

(オ) 業務命令の履行を促したことについて、団体交渉事項にすれ

ば、業務命令に従わなくても構わないといった論理は雇用契約上、

通用しないことは言うまでもない。 

(カ) 本件文書掲示は、現在の状況及び担当者不在の場合の組合に対



27 

する対応方法について職員に最小限度の説明を行ったものにすぎな

い。 

 

(２) 当委員会の判断 

ア 争点①のアについて 

(ア) 懲戒処分①から懲戒処分③までについては、Ａ２組合員が本件

業務命令に違反したことを理由として行われた。使用者は、労働者

が労働契約によって労働力の処分権を使用者に委ねることにより、

労働者の労働義務の遂行について指揮命令する労務指揮権を取得

し、また、労務の指揮それ自体にとどまらず、業務の遂行全般につ

いて労働者に対して必要な指示・命令を発する業務命令権を有す

る。この業務命令が就業規則の合理的な規定に基づく相当な命令で

ある限り、労働者はその命令に従う義務を有する。 

(イ) 本件業務命令は、Ａ２組合員が業務中に、業務に関連性がない

と思われるインターネット閲覧をしていることが発覚したため、就

業規程第43条第19号に違反する可能性があるとして、就業規程第42

条に基づき発せられたものと認められる。その内容は、閲覧記録を

業務か業務外かに分けること、個人の携帯電話による閲覧の可能性

もあるため、勤務時間中の携帯電話の使用を原則禁止すること、日

報を30分単位で提出すること等であり、合理性、相当性があるもの

と認められる。また、このような業務命令を、違反行為が疑われる

従業員のみに行うか、全従業員に行うかについても、使用者の裁量

の範囲に属するものと考えられる。 

(ウ) 後記２(２)アで述べるように、業務命令も基本的には義務的団

体交渉事項となるが、義務的団体交渉事項として団体交渉中である

からといって、業務命令に従う義務がなくなるものではない。その
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ため、団体交渉中であることを理由にＡ２組合員が本件業務命令に

従わなかったことは、就業規程第79条第２号並びに第80条第１号及

び第２号の規定から、懲戒処分事由になり得る。 

また、懲戒処分①から懲戒処分③まで及び令和５年３月24日付け

の業務命令について、組合員であること等の故をもって行われたと

判断し得るような事実は認められず、この点に関する組合の主張は

結局のところ、懲戒処分や業務命令が、組合員である労働者に行わ

れたということを指摘しているにすぎない。 

イ その他について 

(ア) 争点①のイについては、Ａ２組合員はＹから手交された懲戒委

員会への参加諾否や業務命令の履行を促す文書に対し、回答や報告

等の書面を組合を通じてＹに郵送等している。これらは弁明の機会

の付与に対する回答等として行われたものと組合は主張するが、書

面の内容を見ると団体交渉等での弁明を求めるものであり、後記２

(２)アで述べるように、義務的団体交渉事項には当たらないことか

ら、Ｙがこれに応じる必要はない。また、具体的な回答等もしてお

らず、受取拒否等によって弁明の権利の行使を妨げられたものとは

認められないことから、不利益な取扱いには当たらない。 

(イ) 争点①のウについては、使用者が労働者に業務命令を発したも

のの、労働者がこれを履行しない場合に履行を促すことは、使用者

としては当然のことといえ、また、当該業務命令の履行を促したこ

とが、組合員であること等の故をもって行われたと判断し得るよう

な事実も認められない。 

(ウ) 争点①のエについては、その内容を見る限り、Ａ２組合員が組

合に加入して本件業務命令に異を唱えていること等を告知するもの

ではあるが、それによってＡ２組合員の地位や労働条件等に変更を
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もたらすものではなく、不利益な取扱いには当たらない。 

(エ) 争点①のオについては、弁明の機会を付与する趣旨のものであ

ると認められ、処分の対象者から処分理由について事情聴取すると

ともに、処分の決定に先立ち弁明の機会を与えること自体は、処分

対象者の地位や労働条件等に変更をもたらすものではない上、手続

保障の見地から必要なものであり、不利益な取扱いには当たらな

い。 

ウ 以上のとおり、Ｙの各行為は、法第７条第１号の不当労働行為には

該当しない。 

 

２ 争点②について 

(１) 当事者の主張 

ア 組合の主張 

(ア) 本件業務命令は、処分、懲罰的内容が含まれることから、当

然、労働者の身分・労働条件に関わる義務的団体交渉事項に当た

る。当然、懲戒処分自体も義務的団体交渉事項である。 

Ｙは、１回目の団体交渉を強引一方的に打ち切って以降、組合か

らの次回の団体交渉申入れに対して、有料の場所での費用折半を要

求し、また、「事前の共通認識の確認等が必要」などとＹの独自ル

ールに固執し、組合の団体交渉申入れに応えなかった。 

(イ) 団体交渉を行う場所に関して、当事者間の合意がない場合は、

原則的に組合員の就業場所で行うのが団結権維持の観点から当たり

前のことである。組合は、組合員の就労場所においての団体交渉を

希望したのであって、Ｂ１室は一例に過ぎない。Ｂ１室は、組合事

務所より大きく、テーブルや椅子の配置、マスクの着用等や短時間

で頻繁な交渉など工夫すれば、団体交渉が可能な場所である。 
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会場の広さについては、必要であれば人数の調整等をすればよ

く、また、就業時間後に行えば、来訪者への応接場所などでの団体

交渉は可能である。団体交渉開催に当たっての金銭負担を要求、条

件とすることは、団体交渉を拒否する合理的理由になり得ない。ま

た、共通認識の確認等が必要になれば、単に団体交渉ですればよい

のであって、それができていないことを理由に団体交渉をしないと

いう態度は何の弁明にもならない。 

(ウ) Ｙは、組合が郵送ないし直接持参した団体交渉申入書等の封筒

に、受取拒絶と書いて返送し、直接持参の場合は、Ｂ３事務局長が

即シュレッダーにかけると暴言を吐くなど、強烈な組合拒否の姿勢

をあらわにしている。 

組合は、判断可能な権限を有する使用者に対して、瑕疵のない手

続をもって、団体交渉申入書、要求書、回答書、抗議文等を出して

いるのはまぎれもない事実である。Ｙが勝手に契約した弁護士と相

談して対応を検討すること等は、組合と関係のないことであり、そ

れをもって義務的団体交渉の拒否理由にはなりえない。Ｙと代理人

弁護士の二者間で委任状を交わしたとしても、弁護士が法上の使用

者となることはない。 

イ Ｙの主張 

(ア) Ａ２組合員の勤務時間中における業務範囲外のインターネット

閲覧の可能性について、可能な範囲での報告を求める適正な業務命

令を出したが、組合は、Ａ２組合員に対し、業務命令に従う必要は

ないとの指示を出し、Ｙは、やむなく懲戒委員会の審査を経た上で

懲戒処分を出さなければならない事態に陥った。組合の要求は義務

的団体交渉事項から逸脱している要求とも考えている。 

(イ) １回目の団体交渉の申入れに対し、Ｙは、団体交渉の場の設定
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については会場使用料がかかるため、その負担を折半で行いたいと

申し入れていたが、組合が一切交渉に応じようとしないため、１回

目はＹが費用を負担して行ったが、その後は団体交渉を行うことが

できなかった。団体交渉ができなかった原因は、専ら組合側にあ

り、Ｙは、拒否など一切していない。 

Ｙ建物内に会議室はあるが、会議室の運営は別の会社に委託して

おり、Ｙが利用する場合においても使用料を正規料金で支払ってい

る。そのため、会議室を無料で利用することはできない。無料で利

用できるＹ内の会議スペースは、フロア内で天井が空いていて会話

内容が事務スペースに漏れること等から不適切である。組合の要求

は、これらの事情を全く考慮せず、使用料折半の代替案について回

答することもなく団体交渉拒否と繰り返すのみである。また、Ｂ１

室はＢ１の執務室であり、10名程度が使用するのは手狭で感染リス

クもある。幅0.95メートルの机を挟んでの長時間の協議は衛生上も

好ましくなく、会場としては不適切である。 

Ｙは、１回目の団体交渉において、本件業務命令の内容や根拠等

について誠心誠意説明や回答をしたものの、組合が一方的意見や非

協力的な態度も見受けられたことから、団体交渉を行うために、組

合の見解について明確に回答をもらい、共通認識を整理した上でス

ムーズな団体交渉をしたく、文書で回答を求めた。この要請に対し

て、組合からは何の回答もなく誠意が見られないばかりか、組合の

団体交渉の申入事項は一辺倒の内容に終始している。 

(ウ) 組合は、代理人弁護士を無視して、郵便物を代理人弁護士宛に

送付せず、一方的にＹへ送付し続けた。Ｙの一存だけでは団体交渉

に応じる回答はできないことはもちろん、代理人弁護士への送付を

再三要請してきたにもかかわらず、組合がこれを無視し続けたため
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に、不本意ながら郵便物の受取を拒否したにすぎない。一定期間経

過後は、返送の手間や郵便料が発生することから、日本郵便のホー

ムページ記載どおり対応し、組合からの郵便物を「受取拒絶」とし

た。 

弁護士に正式に依頼し、組合も正式な委任状の確認をしているに

もかかわらず、Ｙ及び代理人弁護士の申入れを無視して、Ｙに「団

体交渉申し入れ書」なる文書を送付し続ける上に、団体交渉の場の

設定について協議にすら応じようとしない姿勢は、もはや正式な団

体交渉の申入れと言えるものではなく、未だ正式な団体交渉の申入

れがなされていないものと評価せざるを得ない。代理人弁護士に対

して団体交渉申出があれば、誠実に対応する。 

 

(２) 当委員会の判断 

ア 義務的団体交渉事項とは、一般に、団体交渉を申し入れた労働者の

団体の構成員たる労働者の労働条件その他の待遇、当該団体と使用者

との間の団体的労使関係の運営に関する事項であって、使用者に処分

可能なものとされている。 

業務命令など使用者の業務指示等の労務指揮権に関する事項も、労

働条件に関わるものであり、軽微又は細部にわたるものを除いて、基

本的には義務的団体交渉事項になるとされている。 

一方、懲戒処分や人事考課については、決定後は義務的団体交渉事

項に当たるが、決定過程の段階では、事前協議約款があるなどの特段

の事情がない限り、義務的団体交渉事項には当たらない。本件では、

そのような労働協約等が存在する事実は認められず、懲戒処分①から

懲戒処分③までについての発令前及び人事考課に係る個別面談の段階

において組合やＡ２組合員は、これらについて団体交渉を行うことな
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ど、組合が関与することを求めているが、これらの段階では、義務的

団体交渉事項には当たらない。 

イ 争点②のアについては、一般的に、団体交渉の開催場所は、労働者

の就業場所で行うことが団結権維持の観点から適当ではあるが、基本

的には労働組合と使用者との協議により決定すべきものであり、双方

の歩み寄りが必要である。また、当事者間に合意や慣行が存在しない

場合には、それぞれの側が提示する条件の合理性を判断することにな

る。 

組合が指定したＹの事業所内会議室は、Ｙが入居する建物内にある

ものの管理者がＹではないため、使用に当たって費用が発生すること

が認められる。労使間に団体交渉ルールがない場合、使用者が一方的

に会場費を負担することにはならないとのＹの主張も一定理解できる

ものではある。 

しかしながら、組合はＹの応接室や組合事務所での団体交渉の提案

もしていたにもかかわらず、Ｙがその場所での開催に応じることが困

難である合理的な理由を提示した事実は認められない。また、Ｙは、

これら以外の無償又は廉価で利用できる場所の提案もしないままに、

Ｙが指定した有料の貸会議室での開催に固執した。これらは実質的に

団体交渉を拒否したものと評価せざるを得ない。 

ウ なお、Ｙは、スムーズな団体交渉をするため、組合の見解を書面で

明確にするよう求めたことに対して組合が回答しなかったことも団体

交渉をしなかった理由であると主張する。 

令和４年12月６日の第１回団体交渉の交渉状況からすると、そのよ

うな主張等の整理をすることは、それ以後の交渉を円滑に進めるため

に有意義なものであると考えられる。組合がその求めに一切回答せ

ず、団体交渉の開催を求め続ける態度であったことは、組合側にも、
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団体交渉の一方の当事者として誠実さに欠ける面があると言わざるを

得ないが、Ｙが団体交渉に応じないことを正当化する理由とまではな

らない。 

エ 争点②のイについては、交渉担当者は基本的に労使がそれぞれ自主

的に決定するものであり、使用者が弁護士に委任することは可能であ

る。弁護士が代理人に選任された場合、窓口を弁護士とし、弁護士へ

の書面の送付を求めることは一般的なことと考えられる。組合は、代

理人弁護士が法上の使用者とはならない旨主張するが、Ｙはそのよう

な扱いを求めてはおらず、単に書面を代理人弁護士に送付するよう求

めているものと認められる。 

そして、そのようなＹからの求めがあるのであれば、組合が何ら理

由を示すことなくその求めを無視し、かたくなに書面をＹに直接送り

続けたことについては、団体交渉の一方の当事者の姿勢や態度とし

て、誠実さに欠けると言わざるを得ない。書面を使用者に直接送付し

なければならない理由があるのであれば、その理由を説明し理解を求

めるなど、組合にも、団体交渉を求めていくに当たっての姿勢や態度

に改めるべき部分があると考える。 

しかしながら、法律上は、代理人が付されていたとしても、本人宛

の意思表示自体は有効である上、本件において、団体交渉申入書等を

代理人弁護士に送付することが、労使間のルールになっていたとは認

められない。また、Ｙが組合から直接送付された書面を受け取った上

で代理人弁護士に送付することは、Ｙに過大な負担を強いるものとは

いえないことから、組合側がＹ側の要望を理由を示さず無視していた

という事情を考慮したとしても、書面の受取拒否等をしたことが、正

当であるとは認められない。 

オ 以上のことから、上記アで義務的団体交渉事項に当たらないと判断
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した事項に関するものを除いて、Ｙの各行為は、正当な理由なく団体

交渉を拒否したものであり、法第７条第２号の不当労働行為に該当す

る。 

 

３ 争点③について 

(１) 当事者の主張 

ア 組合の主張 

(ア) 手続上の瑕疵もなく、何ら法的・合理的理由なく、不当にＹは

組合、Ａ２組合員からの書面の「受取拒否」「受取拒絶」を幾度も

連続で行っていることは、Ｙが、組合を職場から排除することを意

図し弱体化させる行為などである。 

(イ) Ｙは、組合やＡ２組合員からの書面の受取拒否を行いながら、

一方でＡ２組合員に３回、４通の懲戒処分を行っている。これはＹ

においての唯一の組合員に対して労働組合を無視し使用者の威力を

行使し、Ａ２組合員を精神的・経済的に追い詰め、あわよくばＡ２

組合員を自主退職に追い込む等を意図し、当組合を職場から排除し

弱体化させる行為などである。 

(ウ) 本件発言は、組合の瑕疵のない組合活動に対し、職員に誤解と

偏見を持たせる行為である。 

(エ) 本件文書掲示は、組合に関しての「誹謗中傷」を行い、行政指

導を担う公官庁を持ち出し、あたかも不法行為を行っているかごと

く記載し、あまつさえその原因を労働者が組合に加盟したことを原

因として回状を流したことは、Ｙの職員に誤解と偏見、組合忌避を

想起させる、職場における組合活動の排除・困難につながる行為で

ある。 

(オ) これらのＹの言動は、いずれも組合を弱体化させる行為などで
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あり、使用者との対等な交渉主体であるために必要な「自主性、独

立性、団結力、組織力」などを損なう行為である。 

イ Ｙの主張 

(ア) 組合は、代理人弁護士を無視して郵便物を送付せず、一方的に

Ｙへ団体交渉申入書等を送付し続けており、一方で代理人弁護士へ

の送付を再三要請してきたにもかかわらず、組合がこれを無視し続

けたために不本意ながら郵便物の受取拒否としただけである。 

(イ) 就業規程の「上司の指揮命令に従うことや業務を確実、迅速に

行う」服務規律に抵触、また、賞罰の「訓戒処分を受けたにもかか

わらず、それを繰り返したとき」に該当し、懲戒処分①から懲戒処

分③までの各懲戒処分を行った。 

(ウ) 本件発言は、組合が懲戒委員会開催直前に突然来所し、代理人

弁護士を通じて団体交渉の要請を強く依頼したが、組合側がＹの了

解なしに、勝手に書類を置いて帰ろうとしたため、勝手に書類を置

いて帰るならシュレッダーにかけると発言した。 

(エ) 本件文書掲示は、組合がＹに突然来訪し、大声を発したりして

いたので、Ｙ内の少数関係者だけが知り得る状態での対応には限界

を感じ、全員に周知することとした次第であるが、本事案の具体的

内容には触れておらず、決して組合を誹謗中傷したものではない。 

 

(２) 当委員会の判断 

ア 支配介入の不当労働行為は、使用者の組合結成・運営に対する干渉

行為や組合弱体化行為などを内容とし、労働組合の自主性（独立

性）、団結力、組織力を損なうおそれのある使用者の様々な行為を含

むものとされている。 

イ 争点③のアのうち、計27通のＹに対する組合からの団体交渉の申入
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れに係る書面等の受取拒否や受取拒絶については、再三にわたってＹ

が代理人弁護士に送付するよう組合に求めたにもかかわらず、組合が

Ｙに直接送付したため受取拒否等をするようになり、それでも組合が

かたくなにＹに直接送付し続けたという事情が認められることから、

団体交渉の拒否に当たるとしても、組合の存在を否定するものなど、

組合への支配介入を意図したものとは認められず、法第７条第３号の

不当労働行為には該当しない。 

また、争点③のアのうち、計14通のＹに対するＡ２組合員からの報

告書等の書面の受取拒否や受取拒絶については、当該報告書等は、そ

の提出等に組合が関与するような労働協約等が存在するなど特段の事

情がない限り、Ａ２組合員自身が自らの名義で提出すべきものである

にもかかわらず、組合名義も添えて送付したために団体交渉申入書等

と同様に受取拒否等がされた事情が認められることから、組合への支

配介入を意図したものとは認められず、法第７条第３号の不当労働行

為には該当しない。 

ウ 争点③のイについては、１(２)アで組合員であること等の故をもっ

て行われたかどうかについて述べたことと同様に、これらの懲戒処分

や業務命令を行うことで組合弱体化や反組合的な結果を生じ、又は生

じるおそれがあることの認識や認容がＹにあったと判断し得るような

事実は認められず、法第７条第３号の不当労働行為には該当しない。 

エ 争点③のウについては、組合に対する使用者の言論が不当労働行為

に該当するかどうかは、言論の内容、発言の手段、方法、発表の時

期、発表者の地位、身分、言論発表の与える影響などを総合して判断

し、当該言論が組合員に対し威嚇的効果を与え、組合の組織、運営に

現実に影響を及ぼした場合はもちろん、一般的に影響を及ぼす可能性

のある場合は支配介入になるとされている。Ｂ３事務局長は、法第２
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条第１号の使用者の利益代表者といえるような職にある者であり、そ

の言動は使用者の言動として使用者に帰責できる。そのような立場に

ありながら、団体交渉申入書であることを分かっていたにもかかわら

ず、受け取らなかったばかりか、当該書面をシュレッダーにかけると

いう発言をしたことは、適切さに欠けると言わざるを得ない。 

しかしながら、本件では、Ｙが組合に対し、団体交渉申入書等は代

理人弁護士に送付すること等を求めているにもかかわらず、組合が懲

戒委員会の直前になって突然来訪したものであり、さらには、Ｂ３事

務局長が代理人弁護士に渡すよう組合に言ってもなお渡そうとしたと

いう経緯があり、組合の行動にも誠実さを欠くところがあったと言わ

ざるを得ない。本件発言は、そのような状況下で行われたものである

ことを考慮すれば、威嚇的効果を与え、組合の組織、運営に影響を及

ぼす可能性があるものとまではいえず、法第７条第３号の不当労働行

為には該当しない。 

オ 争点③のエについては、組合がＹに事前の連絡もなく、突然来訪し

た事実が認められるため、Ｙの職員に対し、組合のＹへの来訪につい

て、現在の状況や今後の対応を説明する必要があったとのＹの主張は

一定理解できるものではある。しかしながら、職員への説明のためで

あれば、今後の対応として、組合が来所した際は管理職が対応する旨

及び不在時の対応について記載すれば足りるところである。それにも

かかわらず、本件文書掲示の内容を見ると、「Ｘ組合なる人物が」

「目に余る行為を再三行っています」、「この発端は、ある職員がＸ

組合に加入し、業務上の命令等に対して組合が異を唱えている言動で

あります」、「警察、Ｇ労働基準監督署、県労働委員会へ相談する」

などと、言い回しからしても、組合組織、運営に影響を及ぼす可能性

があるものといえ、法第７条第３号の不当労働行為に該当する。 
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４ 救済の方法について 

本件における救済方法は、主文に掲げるものとすることをもって足りる

と考える。 

 

第５ 法律上の根拠 

以上の認定した事実及び判断に基づき、当委員会は、法第27条の12及び労

働委員会規則第43条の規定により、主文のとおり命令する。 

 

令和６年７月４日 

 

高知県労働委員会       

会長 下元 敏晴      


